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 ｢紙台帳とコンピュータ記録との突合せ｣、｢被保険者記録と厚生年金基金記録との突合せ｣の作業に加えて、25年度までの年金

記録問題対応の後半の取組として、以下の実施を予定。 

 

① 持ち主不明記録への対応 

○ 現在未統合となっている記録等について、25年1月を目途に「ねんきんネット」から、氏名や事業所名での検索を可能とする。 

○ ご自身の記録に漏れや誤りの懸念がある方を対象に、25年1月を開始目途に年金事務所等に申し出ていただく「気になる

記録の確認キャンペーン」を開始する。 

 

② 今後の記録の正確性確保対策 

○ ねんきん定期便について、24年4月より、確認していただきたいポイントを分かりやすく表示し、はがきでお送りするとともに、

「ねんきんネット」において、インターネットによる通知（電子版ねんきん定期便）を開始する。 

○ 基礎年金番号が未記載の資格取得届については、25年4月を目途に、他と区分する基礎年金番号（仮基礎年金番号）によ

る別管理とし、重複付番の疑いがないとの確認ができない限り通常の付番を不可とするなど、重複付番の発生を防止する。 

 

 

２．今後の対応 
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